
みよし市訪問介護相当→指定相当訪問型サービス・訪問型緩和サービス　サービスコード表訪問介護相当→指定相当訪問型サービス・訪問型緩和サービス提供：みよし市の訪問型サービスの事業者指定を受けた事業者

訪問介護相当→指定相当訪問型サービス みよし市

種類 項目

Ａ３ 1111 90%
Ａ３ 1112 80%
Ａ３ 1113 70%
Ａ３ 1114 60%
Ａ３ 1121 90%
Ａ３ 1122 80%
Ａ３ 1123 70%
Ａ３ 1124 60%
Ａ３ 1131 90%
Ａ３ 1132 80%
Ａ３ 1133 70%
Ａ３ 1134 60%
Ａ３ 1141 90%
Ａ３ 1142 80%
Ａ３ 1143 70%
Ａ３ 1144 60%
Ａ３ 1151 90%
Ａ３ 1152 80%
Ａ３ 1153 70%
Ａ３ 1154 60%
Ａ３ 1161 90%
Ａ３ 1162 80%
Ａ３ 1163 70%
Ａ３ 1164 60%
Ａ３ 1211 90%
Ａ３ 1212 80%
Ａ３ 1213 70%
Ａ３ 1214 60%
Ａ３ 1221 90%
Ａ３ 1222 80%
Ａ３ 1223 70%
Ａ３ 1224 60%
Ａ３ 1231 90%
Ａ３ 1232 80%
Ａ３ 1233 70%
Ａ３ 1234 60%
Ａ３ 1241 90%
Ａ３ 1242 80%
Ａ３ 1243 70%
Ａ３ 1244 60%
Ａ３ 1251 90%
Ａ３ 1252 80%
Ａ３ 1253 70%
Ａ３ 1254 60%
Ａ３ 1261 90%
Ａ３ 1262 80%
Ａ３ 1263 70%
Ａ３ 1264 60%

指定相当訪問型サービスⅡ・計画未策定

ロ　イかつ、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　　×90％

-24     

ハ　イかつ、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
50人以上にサービスを行う場合　　×85％

ニ　ロかつ、前６月間で提供した事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者の占める割合が90％以上の場合　　×88％

ホ　イかつ、事業所において高齢者虐待防止のため指針整備等が未実施の
場合、改善が認められるまで　　　　×1％

-36     

-29     

-2       

-2       

指定相当訪問型サービスⅡ・同一85％

指定相当訪問型サービスⅡ・同一90％

指定相当訪問型サービスⅡ

指定相当訪問型サービスⅡ・同一88％

指定相当訪問型サービスⅡ・虐防未実施

ヘ　イかつ、事業所において業務継続計画の策定等が未実施の場合　　　×
１％

※経過措置として令和７年３月３１日までの間適用しない。

163     

-1       

244     

イ　身体介護及び生活援助の提供時間が20分未満の場合

指定相当訪問型サービスⅠ

指定相当訪問型サービスⅠ・計画未策定

指定相当訪問型サービスⅠ・同一90％

指定相当訪問型サービスⅠ・同一85％

事業対象者・要支援１・要支援２

サービスコード サービス内容略称 算定項目
合成
単位数

算定単位給付率

イ　身体介護及び生活援助の提供時間が20分以上30分未満の場合

事業対象者・要支援１・要支援２

-16     

-24     

指定相当訪問型サービスⅠ・同一88％

指定相当訪問型サービスⅠ・虐防未実施

ニ　ロかつ、前６月間で提供した事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者の占める割合が90％以上の場合　　×88％

ホ　イかつ、事業所において高齢者虐待防止のため指針整備等が未実施の
場合、改善が認められるまで　　　　×1％

-19     

-1       
指定相当訪問型サービス費（Ⅰ）
高齢者虐待防止措置未実施減算

指定相当訪問型サービス費（Ⅰ）
業務継続計画未策定減算

指定相当訪問型サービス費（Ⅱ）

指定相当訪問型サービス費（Ⅱ）
同一建物減算

ロ　イかつ、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　　×90％

ハ　イかつ、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
50人以上にサービスを行う場合　　×85％

ヘ　イかつ、事業所において業務継続計画の策定等が未実施の場合　　　×
１％

※経過措置として令和７年３月３１日までの間適用しない。
1回につき

指定相当訪問型サービス費（Ⅱ）
高齢者虐待防止措置未実施減算

指定相当訪問型サービス費（Ⅱ）
業務継続計画未策定減算

指定相当訪問型サービス費（Ⅰ）

指定相当訪問型サービス費（Ⅰ）
同一建物減算



Ａ３ 1311 90%
Ａ３ 1312 80%
Ａ３ 1313 70%
Ａ３ 1314 60%
Ａ３ 1321 90%
Ａ３ 1322 80%
Ａ３ 1323 70%
Ａ３ 1324 60%
Ａ３ 1331 90%
Ａ３ 1332 80%
Ａ３ 1333 70%
Ａ３ 1334 60%
Ａ３ 1341 90%
Ａ３ 1342 80%
Ａ３ 1343 70%
Ａ３ 1344 60%
Ａ３ 1351 90%
Ａ３ 1352 80%
Ａ３ 1353 70%
Ａ３ 1354 60%
Ａ３ 1361 90%
Ａ３ 1362 80%
Ａ３ 1363 70%
Ａ３ 1364 60%
Ａ３ 1011 90%
Ａ３ 1012 80%
Ａ３ 1013 70%
Ａ３ 1014 60%
Ａ３ 1021 90%
Ａ３ 1022 80%
Ａ３ 1023 70%
Ａ３ 1024 60%
Ａ３ 1031 90%
Ａ３ 1032 80%
Ａ３ 1033 70%
Ａ３ 1034 60%
Ａ３ 1041 90%
Ａ３ 1042 80%
Ａ３ 1043 70%
Ａ３ 1044 60%
Ａ３ 1511 90%
Ａ３ 1512 80%
Ａ３ 1513 70%
Ａ３ 1514 60%
Ａ３ 1521 90%
Ａ３ 1522 80%
Ａ３ 1523 70%
Ａ３ 1524 60%
Ａ３ 1531 90%
Ａ３ 1532 80%
Ａ３ 1533 70%
Ａ３ 1534 60%

1月につき

口腔連携強化加算
1月につき
１回まで

指定相当訪問型サービスⅠ
介護職員処遇改善加算

指定相当訪問型サービスⅠ
処遇改善加算（Ⅰ）

※令和６年５月３１日まで

22 1月につき

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200

指定相当訪問型サービスⅢ・計画未策定

ハ　イかつ、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
50人以上にサービスを行う場合　　×85％

ニ　ロかつ、前６月間で提供した事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者の占める割合が90％以上の場合　　×88％

ヘ　イかつ、事業所において業務継続計画の策定等が未実施の場合　　　×
１％

※経過措置として令和７年３月３１日までの間適用しない。

ホ　イかつ、事業所において高齢者虐待防止のため指針整備等が未実施の
場合、改善が認められるまで　　　　×1％

指定相当訪問型サービスⅢ・同一85％

指定相当訪問型サービスⅢ・同一88％

指定相当訪問型サービスⅢ・虐防未実施

事業対象者・要支援１・要支援２

-58     

-3       

-3       

-46     

-38     

ロ　イかつ、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　　×90％

50

16

8

1月につき

1月につき

1月につき

1月につき

200

100

イ　身体介護及び生活援助の提供時間が30分以上60分以内の場合

初回加算

生活機能向上連携加算（Ⅰ）

指定相当訪問型サービスⅠ
処遇改善加算（Ⅲ）

※令和６年５月３１日まで
指定相当訪問型サービスⅠ
処遇改善加算（Ⅱ）

※令和６年５月３１日まで

387     指定相当訪問型サービスⅢ

指定相当訪問型サービスⅢ・同一90％

指定相当訪問型サービス
初回加算

指定相当訪問型サービス
生活機能向上連携加算（Ⅰ）

指定相当訪問型サービス
口腔連携強化加算

指定相当訪問型サービス
生活機能向上連携加算（Ⅱ）

1回につき

指定相当訪問型サービス費（Ⅲ）

指定相当訪問型サービス費（Ⅲ）
同一建物減算

指定相当訪問型サービス費（Ⅲ）
高齢者虐待防止措置未実施減算

指定相当訪問型サービス費（Ⅲ）
業務継続計画未策定減算



Ａ３ 1541 90%
Ａ３ 1542 80%
Ａ３ 1543 70%
Ａ３ 1544 60%
Ａ３ 1551 90%
Ａ３ 1552 80%
Ａ３ 1553 70%
Ａ３ 1554 60%
Ａ３ 1561 90%
Ａ３ 1562 80%
Ａ３ 1563 70%
Ａ３ 1564 60%
Ａ３ 1571 90%
Ａ３ 1572 80%
Ａ３ 1573 70%
Ａ３ 1574 60%
Ａ３ 1581 90%
Ａ３ 1582 80%
Ａ３ 1583 70%
Ａ３ 1584 60%
Ａ３ 1591 90%
Ａ３ 1592 80%
Ａ３ 1593 70%
Ａ３ 1594 60%
Ａ３ 1611 90%
Ａ３ 1612 80%
Ａ３ 1613 70%
Ａ３ 1614 60%
Ａ３ 1621 90%
Ａ３ 1622 80%
Ａ３ 1623 70%
Ａ３ 1624 60%
Ａ３ 1631 90%
Ａ３ 1632 80%
Ａ３ 1633 70%
Ａ３ 1634 60%
Ａ３ 1641 90%
Ａ３ 1642 80%
Ａ３ 1643 70%
Ａ３ 1644 60%
Ａ３ 1651 90%
Ａ３ 1652 80%
Ａ３ 1653 70%
Ａ３ 1654 60%
Ａ３ 1661 90%
Ａ３ 1662 80%
Ａ３ 1663 70%
Ａ３ 1664 60%
Ａ３ 1711 90%
Ａ３ 1712 80%
Ａ３ 1713 70%
Ａ３ 1714 60%
Ａ３ 1721 90%
Ａ３ 1722 80%
Ａ３ 1723 70%
Ａ３ 1724 60%
Ａ３ 1731 90%
Ａ３ 1732 80%
Ａ３ 1733 70%
Ａ３ 1734 60%

※介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ加算は、支給限度額の対象外

1月につき

1月につき

1月につき

1月につき

9

5

3

指定相当訪問型サービスⅡ
ベースアップ加算

1月につき

33

24

13

38
指定相当訪問型サービスⅢ
介護職員処遇改善加算

指定相当訪問型サービスⅢ
ベースアップ加算

指定相当訪問型サービスⅢ
処遇改善加算（Ⅱ）

指定相当訪問型サービスⅢ
処遇改善加算（Ⅲ）

21

※令和６年５月３１日まで

※令和６年５月３１日まで

※令和６年５月３１日まで

※令和６年５月３１日まで

53

指定相当訪問型サービスⅡ
処遇改善加算（Ⅰ）

指定相当訪問型サービスⅡ
処遇改善加算（Ⅱ）

指定相当訪問型サービスⅡ
介護職員処遇改善加算

指定相当訪問型サービスⅢ
処遇改善加算（Ⅰ）

※令和６年５月３１日まで

※令和６年５月３１日まで

1月につき

1回につき

指定相当訪問型サービスⅠ
特定処遇改善加算（Ⅱ）

指定相当訪問型サービスⅡ
処遇改善加算（Ⅲ）

指定相当訪問型サービスⅠ
ベースアップ加算

指定相当訪問型サービスⅢ
特定処遇改善加算（Ⅰ）

指定相当訪問型サービスⅡ
特定処遇改善加算（Ⅱ）

指定相当訪問型サービスⅢ
ベースアップ加算

指定相当訪問型サービスⅠ
ベースアップ加算

指定相当訪問型サービスⅡ
ベースアップ加算

6

指定相当訪問型サービスⅠ
介護職員等特定処遇改善加算

指定相当訪問型サービスⅡ
特定処遇改善加算（Ⅰ）

15

指定相当訪問型サービスⅠ
特定処遇改善加算（Ⅰ）

10

10

24

指定相当訪問型サービスⅢ
特定処遇改善加算（Ⅱ）

16

指定相当訪問型サービスⅢ
介護職員等特定処遇改善加算

指定相当訪問型サービスⅡ
介護職員等特定処遇改善加算

1回につき



訪問型緩和サービス
Ａ３ 2011 90%
Ａ３ 2012 80%
Ａ３ 2013 70%
Ａ３ 2014 60%
Ａ３ 2021 90%
Ａ３ 2022 80%
Ａ３ 2023 70%
Ａ３ 2024 60%
Ａ３ 2111 90%
Ａ３ 2112 80%
Ａ３ 2113 70%
Ａ３ 2114 60%
Ａ３ 2121 90%
Ａ３ 2122 80%
Ａ３ 2123 70%
Ａ３ 2124 60%
Ａ３ 2131 90%
Ａ３ 2132 80%
Ａ３ 2133 70%
Ａ３ 2134 60%
Ａ３ 2211 90%
Ａ３ 2212 80%
Ａ３ 2213 70%
Ａ３ 2214 60%
Ａ３ 2221 90%
Ａ３ 2222 80%
Ａ３ 2223 70%
Ａ３ 2224 60%
Ａ３ 2231 90%
Ａ３ 2232 80%
Ａ３ 2233 70%
Ａ３ 2234 60%
Ａ３ 2611 90%
Ａ３ 2612 80%
Ａ３ 2613 70%
Ａ３ 2614 60%
Ａ３ 2621 90%
Ａ３ 2622 80%
Ａ３ 2623 70%
Ａ３ 2624 60%
Ａ３ 2631 90%
Ａ３ 2632 80%
Ａ３ 2633 70%
Ａ３ 2634 60%
Ａ３ 2641 90%
Ａ３ 2642 80%
Ａ３ 2643 70%
Ａ３ 2644 60%
Ａ３ 2711 90%
Ａ３ 2712 80%
Ａ３ 2713 70%
Ａ３ 2714 60%
Ａ３ 2721 90%
Ａ３ 2722 80%
Ａ３ 2723 70%
Ａ３ 2724 60%

1回につき

9

13

11

1回につき

1回につき

訪問型緩和サービスⅡ
特定処遇改善加算（Ⅰ）

訪問型緩和サービスⅡ
介護職員等特定処遇改善加算

訪問型緩和サービスⅡ
特定処遇改善加算（Ⅱ）

訪問型緩和サービスⅠ
介護職員等特定処遇改善加算

訪問型緩和サービスⅠ
特定処遇改善加算（Ⅱ）

7

22

訪問型緩和サービスⅡ
処遇改善加算（Ⅲ）

12

訪問型緩和サービスⅠ
特定処遇改善加算（Ⅰ）

9

訪問型緩和サービスⅡ
処遇改善加算（Ⅰ）

訪問型緩和サービス費Ⅱ
介護職員処遇改善加算

30

訪問型緩和サービスⅡ
処遇改善加算（Ⅱ）

訪問型緩和サービスⅠ
処遇改善加算（Ⅰ）

訪問型緩和サービス費Ⅰ
介護職員処遇改善加算

24

訪問型緩和サービスⅠ
処遇改善加算（Ⅱ）

17

訪問型緩和サービスⅠ
処遇改善加算（Ⅲ）

事業対象者・要支援１・要支援２ 1回につき

事業対象者・要支援１・要支援２ 1回につき220

179

訪問型緩和サービスⅡ 訪問型緩和サービス費（Ⅱ） 生活援助のみの場合であって、45分以上の場合

訪問型緩和サービスⅠ 訪問型緩和サービス費（Ⅰ） 生活援助のみの場合であって、20分以上45分未満の場合

訪問型緩和サービスⅠ
ベースアップ加算

訪問型緩和サービスⅡ
ベースアップ加算

訪問型緩和サービスⅡ
ベースアップ加算

5

訪問型緩和サービスⅠ
ベースアップ加算

4


